
*注1：団体活動中および往復中での
　　　　・熱中症（医師の治療を受けた場合）
　　　　・食中毒（摂取した食物が原因による）
　　　　・蜂刺れ（医師の治療を受けた場合）
　　　なども保険の対象となる。

けがなど発生時の対応方法

資料①参照

団体行動中に

けがなどが発生

*注1

状況確認・聴き取り・把握

（日時/場所/被害状況のメモを取ったり、

けが人・病人の手当などを行う）

保険担当者へ

けが人の情報連絡

（氏名など）

入院・通院治療を受け
「事故通知ハガキ」の用紙に、

保険担当者はご加入の内容欄

に必要事項を記入し、請求者

（保護者、コ－チなど）に渡す。

関係者への一報
入院が必要か？

請求者（保護者、コ－チなど）は、

受け取った「事故通知ハガキ」の

住所や事故の内容欄を追記し、

切手を貼って投函する。

保険会社より、「傷害保険金請求書

（兼治療状況報告書兼事故証明書）」

他が送られてくるので、必要事項と

要求されたｴﾋﾞﾃﾞﾝｽを準備する。

保険会社手続完了

●

Ｎ

Ｙ

Ｙ

請求者の指定口座

に保険金を払込まれ

る。（問題なければ、

書類受付後やく2週間

治療を受ける

保険会社で保険

適用できると判断

保険会社より請求者

へ保険適用外との

連絡がくる。

Ｎ

Ｙ

Ｙ

Ｎ

完 治

●

●

保険担当者は、「傷害保険金請求書」

を受取り、必要事項を追記・捺印をし、

申請者の加入依頼書のｺﾋﾟ-を添えて

保険会社に書類を送る。

「傷害保険金請求書」と要求された

ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽを送られてきた返信用封筒

に切手を貼って保険担当者に渡す。

診断書入手

入通院保険金

請求額10万円

以上か？

【保険金額】

・入院（1日につき） 4,000円 治療日数1日目

・通院（ 〃 ） 1,500円 から補償される

＊・65歳以上は､入院：1,800円/通院：1,000円

・通院保険金は30日が限度

【手術保険金】

・入院中の手術：入院保険金日額の10倍

・入院中以外の手術：入院保険金日額の5倍

保険金額は、入院・通院とも医療費の実費でなく、

左記の1日当たりの定額保険金が支払われます。

【保険会社からの送付資料】

・送り状

・傷害保険金ご請求のご案内

・傷害保険金請求書

・診断書

・返信用封筒

保険担当：山元
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「事故通知ハガキ」の用紙

　申請者
（保護者/コ－チ）
　が負担

　申請者
（保護者/コ－チ）

　が記入

申請者

（保護者/コ－チ）

が記入

申請者（保護者/コ－チ）は、用紙に記入が終わったら、ポストに投函する。

【記入例】

・何をしている時

『ｻｯｶ-の試合中に』

・何が起きて

『ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞを受けて』

・どのようになったか

『足首をひねった』
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「傷害保険金請求書兼治療状況報告書兼事故証明書」

保険会社より、下記「傷害保険金請求書兼治療状況報告書兼事故証明書」他が送られて来たら、必要事項を記入し、

要求されたｴﾋﾞﾃﾞﾝｽを準備し終えたら、返信用封筒に切手を貼り、保険担当者に渡す。

保険担当者が、請求者から受取り、赤枠の箇所を追記・捺印をして、書類を完成させたら、請求者の加入依頼書の

ｺﾋﾟ-をして、返信用封筒に全ての書類を入れて、ポストに投函する。
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スポ－ツ安全保険加入依頼書

保険会社へ、「傷害保険金請求書兼治療状況報告書兼事故証明書」や、医療機関の領収書または診断書を送る

際に、保険担当者が保管している加入依頼書の、請求者(団員やコ－チ分）の氏名が記載されているものをｺﾋﾟ-して、

返信用封筒に書類を同封して、ポストに投函する。

団 員

監督、コ－チ、サポ－トスタッフ
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